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はじめに 

 

 配偶者や交際相手等からの暴力（ドメスティック・バイオレンス、以下「ＤＶ」

という。）は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、配偶者等が暴力

を加えることは、個人の尊厳を害し、男女共同参画社会実現の妨げとなっていま

す。 

 

 ＤＶは、直接の被害者のみならず、その家庭環境の中で育った子どもに対して

心身の成長・発達に深刻な影響を及ぼし、青年期以降も影響が続くといわれてい

ます。 

 

 福知山市では、「福知山市男女共同参画推進条例」及び「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護等に関する法律」（ＤＶ防止法）に基づき、ＤＶの防止及

び被害者の保護並びに自立支援を総合的に推進するために、京都府や中丹西保

健所、京都府北部家庭支援センター、福知山警察署等を中心に、関係機関と緊密

な連携を図りながら、啓発に努め、被害者への適切な保護・救済を進めてきまし

た。 

近年、ＤＶが起きている家庭では子どもに対する虐待が同時に行われている

場合があり、子どもの虐待死事件が起きるなど社会的な問題となっています。こ

のようにＤＶと児童虐待は密接に関連しており、令和２年４月に施行されたＤ

Ｖ防止法の改正においても、相互に連携すべき関係機関として児童相談所が明

記されました。また、災害時に被災現場でＤＶが増加することが報告されている

など被害者支援の一層の充実・強化が求められています。 

 

 本市においては、令和元年８月に「男女共同参画社会に関する市民意識調査

（以下「意識調査」という）」を実施し、その結果や社会情勢を反映させるとと

もに、京都府の「配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・自立支援に関す

る計画（第４次）」を勘案し、この基本計画を策定しました。 

  

 今後は、本計画に沿って、ＤＶや児童虐待などあらゆる暴力を許さない社会の

実現に向け、市民一人ひとりが安心して暮らせるよう市民参画によるまちづく

りを進めていきます。 
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Ⅰ 計画の策定にあたって 

 

 配偶者等からの暴力に対する基本的な考え方 

  配偶者等からの暴力（ＤＶ）は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。 

  ＤＶは、経済力の格差や固定的な性別役割分担意識※１などの社会的・構造的問題

を背景とし、被害者は多くの場合女性であり、男女共同参画社会実現の妨げとなっ

ています。 

  また、ＤＶは、そのほとんどが外部からの発見が困難な家庭内において行われる

ため、潜在化しやすく、しかも加害者に罪の意識が薄いという傾向にあります。こ

のため、周囲も気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいと

いう特性があります。さらに、直接の被害者のみならず、家族、とりわけ子どもに対

して心身の成長に深刻な影響を与えます。このような状況を改善し、人権の擁護と

男女共同参画社会の実現を図るためには、ＤＶを防止し、被害者の保護・自立支援

に向けた不断の取組や、さらにはＤＶ家庭に育つ子どもへの専門的支援が必要です。 

 

○ ＤＶ防止法に規定する「配偶者」とは 

・婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。男性、女性の別を問いません。ま

た、離婚後（事実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。）も引き続き暴力を受け

る場合を含みます。 

・平成２５年の改正を受け、生活の本拠を共にする交際相手（婚姻関係における共同生活を営

んでいない者を除きます。）からの暴力について、この法律を準用することとされています。

また、生活の本拠を共にする交際関係を解消した後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。 

○ 「配偶者等からの暴力」とは 

・身体的暴力のみならず、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力、子どもを巻き添えにした暴力、

社会的暴力も含みます。（ただし、保護命令の申立ては、身体に対する暴力又は生命等に対

する脅迫のみが対象となります。） 

○ この計画では 

・ＤＶ防止法の根拠を必要としない施策に関しては、若年者を中心に交際相手からの暴力も深

刻な状況であることから、生活の本拠を共にしない交際相手からの暴力もこの計画の対象と

しています。 

※１ 固定的な性別役割分担意識 

「男は仕事、女は家庭」や「男は主、女は従」などに表されるように、長い歴史の中で作ら

れた「女の役割、男の役割」を幼い頃から「女らしさ、男らしさ」として身につけられ、性別

によって役割を分担するのが当然などとする固定的な意識。 
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  ＤＶが犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり許されない行為であること

を福知山市民の共通認識とし、ＤＶの根絶をめざし、ＤＶの防止及び被害者の保護並

びに自立支援を総合的に推進するため、本計画を策定します。 

  

 

  本計画は、ＤＶ防止法第２条の３の規定に基づく基本計画として策定するもので

あり、あわせて「福知山市男女共同参画推進条例」に基づく計画としても位置づけ、

福知山市におけるＤＶ対策の基本的方向及び今後の取組を示すものです。福知山市、

関係機関、関係団体そして市民一人ひとりにおいても、この計画の趣旨を踏まえ、Ｄ

Ｖを防止し人権が尊重され暴力を許さない社会を築くため積極的に取り組み、啓発

していきます。 

 

 

  令和４年度から令和８年度までの５年間とします。 

ただし、国や府における「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施

策に関する基本的な方針」の見直しや、新たに盛り込むべき施策等が生じた場合に

は、必要に応じ見直すこととします。 

 

Ⅱ 策定の視点 

１ 暴力を許さない社会の実現 

  ＤＶは単なる家庭内の問題ではなく、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害

であることについて、広く市民の理解を深め、ＤＶを防止し暴力を許さない社会の

実現、市民が安心して暮らせるまちづくりを進めます。 

２ 被害者の状況に応じた支援体制の確立 

  被害者の安全確保を最優先とし、被害者が抱える個別の状況・ニーズに則して、

プライバシーに十分配慮しつつ、相談・保護から社会的な自立などの支援を推進し

ます。ＤＶは直接の被害者のみならず、家族、特に子どもに対して深刻な影響を及

ぼすことから、同伴者等も含めた総合的な支援を進めるため、地域の実情・課題に

応じた支援体制を確立します。 

３ 社会情勢の変化に応じた対策 

  ネット社会の急速な進展や新型コロナウイルス感染症の世界的流行など社会情

勢が変化する中、暴力事象の様態も変化し、デートＤＶや児童虐待、ストーカー、

リベンジポルノ等関連する事象の多様化や複雑化が見られることから、一層関係

課が連携し、防止対策や支援策を講じます。 

４ 関係機関等との連携体制の推進 

  被害者支援は、豊富なノウハウを持つ民間支援団体など幅広い関係機関・関係団

体との連携が不可欠であり、また、被害者の安全確保のためには、京都府や他市町

など行政区域を越えた広域対応も必要です。被害者の保護から自立までのより円

滑な支援に向け、これらの関係機関との連携および情報共有体制をさらに推進し

ます。 

１ 策定の趣旨 

２ 計画の位置づけ 

 

３ 計画の期間 
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Ⅲ 現状 

１ 取組の経緯 

  本市では、平成１３年度より女性相談を実施し、女性問題専門のカウンセラーに

よるＤＶ専門相談窓口を開設し、平成１８年度からは行政職員も常時相談に対応し、

一時保護施設や専門機関との連携、市営住宅への優先入居等の充実を図ってきまし

た。 

  平成２２年６月には総合相談・女性相談の機能を加えた「京都府北部家庭支援セ

ンター」が福知山児童相談所に設置され、被害者の安全確保や相談保護・支援体制

において連携をとりながら対応をしています。 

さらに、本市においては、平成２７年８月に男女共同参画社会や人権が尊重された

社会の実現をめざす拠点施設として男女共同参画センターを設立し、複雑かつ多様

化する相談内容に対応するため女性の弁護士による女性法律相談を実施するなど、

相談機能の充実を図ってきました。 

 

２ 本市のＤＶ相談の状況 

  本市では、令和元年８月に「男女共同参画社会に関する市民意識調査」を実施し

ました。この調査の中で１２人に１人の女性が過去３年間に１度でも配偶者等から

身体的な暴力を受けた経験があると答えています。 

  本市で受けた過去３年間のＤＶの相談実人数は、平成３０年度は９６人、令和元

年度は９１人、令和２年度は８０人となっており、京都府北部家庭支援センター等

への直接的な相談もあります。身体的な暴力だけでなく、精神的暴力や経済的暴力

などの被害の相談も多くみられ、複合的なＤＶ被害が起きています。 

  また、ＤＶはその多くが外部から発見が困難な家庭内で行われることから、相談

窓口につながっていないケースもあり、潜在的な被害者が未だ数多く存在すると考

えられます。 

被害者を孤立させずその被害に気づき、そして被害者一人ひとりの状況に合わせ

た柔軟な対応や支援に係る幅広い知識を持ち支援にあたることが求められています。 

 

※２ すべての暴力 

ＤＶの種類には身体的暴力、精神的暴力、社会的暴力、子どもを巻き添えにした暴力、性的暴

力、経済的暴力があります。 
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暴力の種類 

【社会的暴力】 

外出や親族・友人のつきあいを制限

する、手紙やメールをチェックするなど 

 監視して社会から 

孤立させるような暴力 

【性的暴力】 
性行為を強要する、避妊に協力し

ない、見たくないのにポルノ雑誌

を見せるなど 

 

 性を強要する暴力 

【精神的暴力】 

暴言を吐く、脅かす、無視する、 

人間性を否定するなど 

 

 心を傷つける暴力 

【身体的暴力】 

殴る、蹴る、首をしめる、髪を

ひっぱる、腕をねじるなど 

 身体を傷つける暴力 

【経済的暴力】 
生活費を渡さない、仕事につかせな

い、金銭的な自由を与えないなど 

【子どもを巻き添えにした暴力】 
子どもの前で暴力をふるう、非難・中

傷する、子どもに暴力をふるうなど 

 子どもを巻き添えにした暴力 

 経済的困窮を強いる暴力 

※子どもを巻き添えにした暴力は児童虐待です。 
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【令和元年度福知山市男女共同参画社会に関する市民意識調査（抜粋）】 

「調査の概要」 

① 調査対象   満 18歳以上の市民（平成 31年 4月 1日現在） 

② 標本数    女性 800人、男性 800人の計 1,600 人 

③ 抽出方法   住民基本台帳に基づく無作為抽出（令和元年 7月 1日現在） 

④ 調査方法   郵送によるアンケート調査 

⑤ 調査期間   2019（令和元）年 8月 1日（木）～8 月 23日（金） 

⑥ 有効回収数  全体 503   女性 260  男性 229 答えない 4  （人） 

 

 

《配偶者などからの暴力の経験の有無から》 

Ｑ 配偶者、元配偶者、パートナー＊または恋人からの暴力についておたずねします。

過去３年間で、配偶者や元配偶者、パートナーから、以下の暴力行為を受けられ

たことがありますか。 

Ａ すべての暴力において、過去３年間に１度でも暴力を受けた割合は、女性の割

合が男性の割合より高くなっています。 

  ＊パートナー…意識調査の中では、事実婚、内縁関係を言います。 

 

（暴力行為を受けたことがあるかについて） 
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◆過去３年間に、配偶者や元配偶者またはパートナーから１度でも暴力を受けた経験

についてみてみると、「精神的な暴力」の割合が女性で１６．５％、男性で１２．

２％と男女ともに最も高くなっています。 
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《女性に対する暴力をなくすために必要なもの》 

 Ｑ 女性に対する暴力をなくすためにどうすればよいと思いますか 

Ａ 「女性の担当者を増やすなど被害女性が届けやすいようにする」、「法律・制度の

制定や見直しを行う」を求める声が高くなっています。 
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過激な内容のインターネット動画やビデオソフト、ゲーム

ソフト、DVD等の販売や貸し出しを制限する

暴力をふるう加害者への教育プログラムを行う

法律・制度の制定や見直しを行う

犯罪の取締りを強化する

家庭や地域での男女平等や性についての教育
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すいようにする

全体（n=503)

女性(n=260)

男性(n=229)
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◆「全体」で最も高いのは、「女性の担当者を増やすなど被害女性が届けやすいよう

にする」（全体４７．６％、女性４８．５％・男性４６．３％）であり、次いで「法

律・制度の制定や見直しを行う」（全体３５．７％、女性３６．１％・男性３５．

０％）となっています。 

◆２０％を超える割合のものは、「学校での男女平等や性についての教育を充実させ

る」（全体３２．９％、女性２７．５％・男性３８．８％）、「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）について、さらに啓発する」

（全体２９．６％、女性３１．３％・男性２９．０％）、「犯罪の取締りを強化する」

（全体２８．３％、女性２６．２％・男性３０．４％）、「過激な内容のインターネ

ット動画やビデオソフト、ゲームソフト、ＤＶＤ等の販売や貸し出しを制限する」

（全体２１．９％、女性２８．３％、男性１５．４％）、「家庭や地域での男女平等

や性についての教育を充実させる」（全体２０．６％、女性１６．３％、男性２５．

２％）です。 
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【参考：令和３年版男女共同参画白書（内閣府）】 

ＤＶ防止法施行後から令和２年１２月末までに終局した保護命令事件は全国で

４９，０１９件であり、平成２０年以降おおむね年間３，０００件前後で推移して

います。 

令和２年に終局した事件のうち、保護命令が発令された件数は１，８５５件で、

そのうち生活の本拠を共にする交際相手からの暴力の被害者からの申立てによる

ものは１４１件となっています。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う生活不安やストレス等の影響により、

全国的にみると、ＤＶ相談件数は増加し、全国の配偶者暴力相談支援センターとＤＶ

相談プラス＊に寄せられた相談件数を合わせると、令和２年度は１９万３０件で、前

年度（１１万９,２７６件）と比べ約１．６倍に増加しました。 

 

＊ＤＶ相談プラス…新型コロナウイルス感染症拡大に伴うＤＶの増加・深刻化の懸念を踏まえ

て、令和２年４月２０日より開設。２４時間の電話対応やＳＮＳ・メール相談にも対応。 

 

 

 

《配偶者暴力等に関する保護命令事件の処理状況等の推移》 
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《令和２年における認容（保護命令発令）件数の内訳》 

 

 

 

＜備考＞ 

１ 「認容」には、一部認容の事案を含む。「却下」には、一部却下、一部取下げの事案を含む。「取

下げ等」には、移送、回付等の事案を含む。 

２ 配偶者暴力防止法が改正されたことにより、平成１６年１２月に「子への接近禁止命令」制度

が、平成２０年１月に「電話等禁止命令」制度及び「親族等への接近禁止命令」制度がそれぞ

れ新設された。これらの命令は、被害者への接近禁止命令と同時に又は被害者への接近禁止命

令が発令された後に発令される。さらに、平成２６年１月より、生活の本拠を共にする交際相

手からの暴力及びその被害者についても、法の適用対象となった。 

３ 平成１３年値は、同年１０月１３日の配偶者暴力防止法施行以降の件数。 

４ 令和２年値は、速報値。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

383件

306件592件

184件

「被害者に関する保護命令」のみ発令

「子への接近禁止命令」及び「親族等

への接近禁止命令」が同時に発令

「子への接近禁止命令」のみ発令

「親族等への接近禁止命令」のみ発令

26.1%

20.9%

12.6%

40.4%
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《全国の令和元年度と令和２年度のＤＶ相談件数比較》 

 

 

＜備考＞ 

１ 内閣府男女共同参画局調べ。 

２ 全国の配偶者暴力相談支援センターからの相談件数は、令和３年３月３１日時点の暫定値。 

３ 令和元年度は、月毎の相談件数を集計していないセンターがあったため、月毎の合計と令和元

年度全体の相談件数は一致しない。 
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Ⅳ 計画の体系 
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基本目標Ⅲ 

安心して相談できる体制づくり 

重点目標５ 

相談体制の充実・強化 

 

重点目標６ 

緊急保護に向けた支援の充実 

重点目標７ 

ＤＶ家庭に育つ子どもへのケア 

重点目標８ 

外国籍の人、障害のある人及び高齢者、性的マイノリティの人
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Ⅴ 計画の内容 

基本目標Ⅰ ＤＶ被害に気づく環境づくり 

重点目標１ 暴力に苦しむ被害者に向けた情報提供 

【現状と課題】 

  啓発リーフレット、ＤＶ防止啓発カードを作成し、さまざまな相談機関、公的機

関のトイレ、子育て関連施設等被害者が立ち寄る可能性のある場所に配備しました。 

  また、「女性に対する暴力をなくす運動」期間（１１月１２日～１１月２５日）は、

ＤＶをなくす気運を高めるために、ＤＶ防止をテーマとした講演会の開催や街頭啓

発等による啓発を集中的に実施しました。 

  令和２年度に人権推進室で受けた相談の内、４５％はＤＶについての内容となり

ました。意識調査の結果から身体的な暴力より精神的暴力の増加が見られ、あわせ

て高齢者からの相談が増加しています。 

ＤＶに苦しむ人が安心して相談できるよう、継続した啓発、情報提供を強化し、講

演会等を利用しＤＶの現状理解と相談窓口の周知徹底を図る必要があります。 

【具体的施策】 

（１） 被害者の身近に届くカード等の啓発媒体（外国語にも対応した相談窓口の名

称、受付時間、電話番号等を示したもの）を各種相談機関、医療機関、子育て関

連施設、教育機関等に配備するほか、HP や LINE 等のツールも活用し、継続的

な情報提供を実施します。 

（２） 「女性に対する暴力をなくす運動」期間において、ＤＶについての周知を重点

的に行い、ＤＶ防止の機運の醸成を図ります。 

   

重点目標２ 被害者を理解し、孤立させないための気づきの促進 

【現状と課題】 

  家庭内での暴力は外部からの発見、介入が困難であり、かつ継続的になりやすく、

被害者は孤立状態に陥ってしまう傾向があります。そのため、要保護児童対策地域

協議会等、被害者に接する可能性のある職務関係者をはじめ、市民を対象とした講

演会を開催し、ＤＶの理解を促進するとともに、被害者への適切な対応を周知する

啓発を実施してきました。 

  しかしながら、意識調査において、配偶者等からの暴力について「だれにも相談

しなかった」と回答した人は、６８．８％となっています。被害者が相談をしなかっ

た理由としては、「相談しても無駄だと思ったから」「相談するほどのことではない

と思ったから」が半数を超える結果となりました。 

  通報は、ＤＶ防止法に基づく義務（努力義務）ですが、被害者の意向や心理状態等

により通報することを悩む場合があり、周囲が暴力に気づき、被害者の孤立を防ぐ

とともに、被害者に適切に相談機関への相談を勧められるよう、市民のＤＶに対す

る理解を促す取組とあわせ、被害者の早期発見に関わるあらゆる機関（福祉施設、

教育機関、消防（救急）等）や関連する地域ネットワーク（京都府北部家庭支援セン

ター、児童福祉法に基づく要保護児童対策地域協議会等）との連携が不可欠です。 
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  ＤＶ被害者を見逃さず、的確な情報提供や二次的被害※３等に十分配慮し、被害者

を支援する環境を整備する必要があります。 

 

 ※３ 二次的被害 

被害者と接する者の不適切な対応により、被害者に生じるさらなる被害のこと。 

【具体的施策】 

（１） 被害者の早期発見に関わる関係機関向けの実践的対応マニュアルを定着させ

ます。 

（２） 母子保健・児童福祉分野の家庭訪問や見守りなど関係機関との連携強化を図

り、ＤＶ被害者の早期発見とともに二次的被害を防止します。 

（３） 児童虐待の背景にあるＤＶ被害に気づき、ＤＶ被害者の保護と子どもへの対

応等について関係機関の連携を強化します。 

（４） 市民に対する通報の意義の周知と、被害者を理解し孤立させない社会づくり

への啓発を推進します。 

（５） 被害者に接する機会がある、あらゆる職務関係者及び市民への啓発・研修等

を実施します。 

 

基本目標Ⅱ 暴力を許さない意識・環境づくり 

重点目標３ 暴力を許さない社会づくりに向けた啓発の強化 

【現状と課題】 

  男女共同参画や人権問題に係る研修の一環としてのＤＶ研修の実施、啓発リーフ

レット等の作成配布、各種広報紙による広報啓発等により、ＤＶは犯罪となる行為

をも含む重大な人権侵害であることに対する社会的な認識が高まってきました。  

しかし、さまざまな情報が氾濫する現状においては、情報を主体的に収集し、適切

に判断する能力を育む環境づくりが必要です。 

【具体的施策】 

（１） 広報啓発強化期間を設け、ＤＶに対する正しい認識と、ＤＶ防止の機運を醸

成します。 

（２） 家庭内暴力を許さない地域づくりのための啓発をします。 

（３） 企業等における人権研修等の一環としてのＤＶ防止や児童虐待防止に対する

取組を推進します。 

（４）ＳＮＳ等の普及により情報が自由に発信できることを踏まえ、ネットリテラシ

ーの育成に向けた啓発を実施します。 
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重点目標４ 若年層への暴力防止のための教育・啓発 

【現状と課題】 

 近年、デートＤＶやリベンジポルノ、ＳＮＳを利用した性暴力など暴力は多様化し、

被害者も低年齢化しています。あらゆる暴力を許さない社会風土をつくるため、子ど

ものころから、互いを尊重し、暴力を許さず、いのちを大切にする意識の醸成が必要

です。 

本市では、市内中高生を対象に、デートＤＶ防止ワークショップを実施しています

が、子どもが幼い頃からの教育・意識づくりと同時に、保護者に対しても、ＤＶ家庭に

育つ子どもに対する影響やデートＤＶ等に関する情報提供及び啓発を実施する必要が

あります。 

【具体的施策】 

（１） 保育所、認定こども園、幼稚園、学校などあらゆる場を通じて、互いを尊重

する関係を築き暴力を許さず、いのちと人権を大切にする心を育む取組を推進

します。 

（２） 年代に応じた暴力を許さない意識づくりやデートＤＶ防止の啓発を行います。 

（３） 保護者に対して、暴力が子どもに及ぼす影響やデートＤＶについて情報提供

及び啓発に努めます。また、暴力を許さない心を育む家庭教育の大切さについ

て啓発します。 

（４） 市民団体や企業と連携したＤＶの周知啓発や講座を開催し、意識の醸成を図

ります。 

 

基本目標Ⅲ 安心して相談できる体制づくり 

重点目標５ 相談体制の充実・強化 

【現状と課題】 

  平成２７年度に男女共同参画社会や人権が尊重された社会の実現をめざすための

拠点施設として男女共同参画センターを設立し、安心して相談できる体制の充実を

図っています。 

  新型コロナウイルス感染症の拡大は、全国的なＤＶ被害の増加に影響が見られま

す。ＤＶについてさらなる周知を図り、被害者一人ひとりの視点に立った相談・支

援に加え、ＤＶと児童虐待等複合的な問題に対応できるよう、関係機関等と連携を

強化するとともに支援実務に有用な知識を有する人材の育成が求められています。 

  また、男性からの相談も一定数あり、性別等に関わらず、ＤＶに悩むすべての人

が安心して相談できるよう体制を強化することが必要です。 

【具体的施策】 

（１） 専門相談体制の確立及び機能を強化します。 

（２） 相談員の資質の向上のため専門研修と実践マニュアルに基づく相談体制の充

実を図り、相談員による二次的被害を防止します。また、専門的相談員の人材

育成を行います。 

（３） 京都府北部家庭支援センターや福知山警察署等と連携を図り、ＤＶや児童虐

待など家庭問題を総合的に相談・支援できる体制の整備を行います。 
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重点目標６ 緊急保護に向けた支援の充実 

【現状と課題】 

  地理的な条件により、即日、一時保護施設まで送致することが難しい場合には、

民間宿泊施設を利用した支援等をしています。 

  緊急保護にあたっては、被害者の安全確保や安全な送致の体制を整える必要があ

ります。 

【具体的施策】 

（１） 緊急保護に向けた支援の充実を図ります。 

（２） 福知山警察署・京都府家庭支援総合センター等との連携によって被害者を保

護する防犯機能や被害者の緊急避難時に対する安全対策を強化します。 

  

重点目標７ ＤＶ家庭に育つ子どもへのケア 

【現状と課題】 

  子どもを巻き添えにした暴力は児童虐待であり、中でも子どもの前で行われる暴

力は、子どもへの心理的虐待となり、その後の成長や発達に大きな影響を及ぼしま

す。「子どもの貧困」などの課題に対して、子どもの生活面・教育面の安定に向けた

支援を充実させるために、「第２期福知山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、

児童福祉担当課や教育委員会との充分な連携が必要です。また、一時保護施設を退

所した後の子どもに対する継続的・専門的なケアや被害者が避難する際に同伴でき

なかった子どもに対する支援、そして就学年齢に達している子どもについては、関

係機関等と連携をとりながら学習の機会が確保できるよう配慮していく必要があり

ます。 

【具体的施策】 

（１） 子どもの保護や心のケアの充実及び保育や就学機会を確保するため、相談体 

制の充実や関係機関等との連携体制を整えます。 

（２） 学校においては、スクールカウンセラーを活用した相談等により継続した子 

どもの心のケアの充実を図ります。 

（３） 同伴児童等が安全に学校生活を送ることができ、適切な配慮が受けられるよ 

う、関係者に対して配偶者等からの暴力の特性や子どもに配慮すべき事項、情報

管理のあり方等についての周知に努めます。 

（４） 自治会長や民生児童委員など地域で子どもに関わるあらゆる関係者に対し、 

ＤＶが子どもに及ぼす影響について理解を深めるため、啓発を行います。 

 

重点目標８ 外国籍の人、障害のある人及び高齢者、性的マイノリティの人などの被

害者の状況に配慮した支援の充実並びに災害時の対応 

【現状と課題】 

被害者の中には、外国籍の人や障害のある人、高齢者、部落差別（同和問題）等

により困難な状況に置かれていることに加え、女性であることでさらに複合的に困

難な状況に置かれている方がいます。性的マイノリティの人については、自身の性

的指向や性自認の公表の有無にかかわらず、相談することが難しい場合が考えられ

ます。被害者一人ひとりの状況に配慮し、関係支援機関等に協力を求めながら、よ
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り効果的な啓発方法・支援の仕方を検討する必要があります。 

災害時には、被害者が声をあげることができず、被害が潜在化する懸念があるた

め、避難所において、相談窓口を設置し女性相談員を配置するなど対応が求められ

ます。 

【具体的施策】 

（１） 相談窓口や制度の紹介、各種手続きの説明等を掲載した、外国語及び点字に 

よるリーフレット等を配布します。  

（２） 各関係機関と連携した相談対応と一時保護機能の連携を行います。 

（３） 障害のある人や高齢者等の福祉施設との連携を強化します。 

（４） 性別等に関わらず、誰もが安心して相談できる相談窓口をさらに周知し、相

談体制の充実を図ります。 

（５） 災害時に、避難所におけるＤＶ相談の窓口を開設します。 

 

基本目標Ⅳ 自立のための継続的支援体制の確立及び関係機関の連携強化  

重点目標９ 支援策の充実・強化 

【現状と課題】 

被害者が社会的に自立し安心して生活するためには、経済的支援、住宅の確保、

子どもの養育、心のケアなど様々な支援が必要であり、状況に応じて福祉、就労等

の施策が迅速かつ的確に利用できることが重要です。被害者が長期にわたる暴力が

起因となる健康被害やＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）などから回復を図るた

めには、相談、保護から社会的自立まで継続的な支援が求められます。また、保護

命令、離婚、養育費等の法的課題の解決や、住民基本台帳事務における支援措置な

ど、被害者等の情報管理に留意しつつ、同伴児童等の心のケアなど専門的な支援を

一層充実させることも必要です。 

【具体的施策】 

（１） 一時保護から母子生活支援施設等への継続的な支援の充実を図ります。 

（２） 市営住宅における優先入居を継続します。 

（３） 被害者の同伴児童の就学等を確保するため保育所、認定こども園、幼稚園、

小・中学校等との連携を強化します。 

（４） 被害者の離婚、子どもの親権等、法的問題を解決するための司法手段に関す 

る相談や情報提供など支援の充実・強化を図ります。 

（５） 被害者ニーズを的確に把握し、京都府北部家庭支援センター、京都府中丹

西保健所、福知山警察署の相談窓口等の関係機関、また、近隣市町と連携し、

被害者を安全に保護するための体制の確立及び連携の強化を図ります。さら

に、被害者の個人情報保護に関する周知を行います。（被害者情報が加害者に

知られることの防止及び加害者対応における連携強化） 

（６） 住民基本台帳の一部写しの閲覧や住民票の写しの交付等の制限措置について、

被害者に申出の手続きや閲覧等の制限に関して情報提供を行います。また、関

係機関等に対し、情報管理の徹底を呼びかけます。 
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重点目標１０ 関係機関の連携強化 

【現状と課題】 

被害者一人ひとりの状況に合わせてノンストップで支援を行うため、関係機関と 

緊密な連携を図るネットワークの形成が求められます。 

また、児童虐待防止対策及び配偶者等からの暴力による被害者の保護対策強化を 

図ることを目的にＤＶ防止法が改正され、児童虐待とＤＶ被害は密接な関係があり、 

相互に連携することの重要性が再認識されました。ＤＶ家庭の子どもを含めて、被 

害者に寄り添い、関係機関が連携し効果的な支援を行うことが必要です。 

【具体的施策】 

（１） 「ＤＶ・ストーカーネットワーク会議」など関係機関の情報の共有化と被害者

の相談・保護・社会的自立までの効果的かつ円滑な支援のため、連携強化を図

ります。 

（２）  被害者の安全確保や負担軽減を図るため、各関係課が連携し、ワンストップ

で支援できるよう体制を強化します。 

 

重点目標１１ 苦情処理の体制 

【現状と課題】 

本市が行う男女共同参画の推進に関する施策などについては、福知山市男女共同

参画推進条例に基づく苦情処理体制を整備しています。加害者からの苦情に対して

は被害者保護の立場に立った対応を図っています。    

【具体的施策】 

施策等についての関係部署における苦情処理の体制を整え、迅速、適切な処理を行

います。 
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参考資料 

 

 

１ 取組の経緯 
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１ 取組の経緯 

 

年度 国の動き 京都府の取組 福知山市の取組 

平成１１年度  ○男女共同参画社会基本法

成立 

○「男女間における暴力に関

する調査」を実施 

 ○男女共同参画に関する市民の意識と

実態調査を実施 

平成１２年度    ○市民部管理課「女性対策係」を「女性

政策係」に変更 

○福知山市男女共同参画計画「新はば

たきプラン」策定（平成１３年３月） 

 

平成１３年度  ○ＤＶ防止法（「配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律」）公布 

（４月） 

○一部施行（１０月） 

 

○ＤＶ啓発パンフレット作成 

○相談員マニュアルの作成 

○ＤＶ被害者のグループカウンセリング 

○女性問題カウンセラーによる女性相談

を開始 

 

平成１４年度  ○ＤＶ防止法完全施行（４月） 
○保育所入所時の配慮（通知） 

○配偶者暴力相談支援センター設置 

 ・相談受付の休日・夜間への拡大 

 ・臨床心理士によるカウンセリングの実

施 

 ・入所者の安全確保（監視カメラ等の整

備） 

○関係機関による一時保護委託の確保  

○市民部管理課「女性政策係」から人権

推進室「男女共同参画推進係」に変

更 

平成１５年度  ○ＤＶ被害者の公営住宅優先

入居（通知） 

○ＤＶサポートライン設置 

○非暴力グループワークの実施 

○一般啓発講座の実施 

○配偶者暴力相談支援センターにおけ

る同伴児童のための保育士の配置 

○一時保護委託施設の拡大（３施設） 

 

平成１６年度 ○ＤＶ防止法改正法施行 

（１２月） 

・ＤＶの定義の拡大 

 （精神的暴力が追加） 

・保護命令制度の拡充 

・国の基本方針、都道府県の

基本計画の策定義務化。 

国の基本方針策定 

○住民基本台帳の閲覧、住民

票の交付、戸籍の附票の交

付の制限（通知） 

○健康保険の被扶養認定取消

に係る被害者支援(通知)な

ど 

 

 

 

 

○女性のための相談ネットワーク会議の

開催 

○通訳・翻訳実施（外国人被害者支援） 

○婦人相談員の増員による相談体制の

充実 

○府営住宅ＤＶ優先入居の開始 

○男女共同参画社会に関する市民意識

調査を実施 
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年度 国の動き 京都府の取組 福知山市の取組 

平成１７年度 ○配偶者からの暴力被害者支

援セミナー開始 

○配偶者からの暴力被害者支

援アドバイザー派遣事業創

設 

○「配偶者等からの暴力の防止及び被

害者の保護・自立支援に関する計画」

策定（平成１８年３月） 

○市町村相談員等の養成研修開始 

○福知山市男女共同参画計画「新はば

たきプラン」を見直し、後期計画を策

定（平成１８年３月） 

 

平成１８年度 ○女性に対する暴力を防止す

る観点からの予防啓発プロ

グラム開発に向けた調査研

究、配偶者からの暴力の被

害者の自立支援等に関する

調査研究の実施 

○女性に対する暴力を防止する観点か

らの予防啓発プログラム開発に向けた

調査研究事業（内閣府）の受託実施 

○ＤＶ防止集中啓発事業の実施 

 啓発チラシ、ニュースの発行、啓発講

座、ＤＶを考えるつどいの実施 

○ＤＶ防止啓発カードの作成・設置 

○民間シェルターへの運営助成 

○母子生活支援施設及び民間支援団

体への専門研修の実施 

○カウンセリングの拡充 

○一時保護委託施設の拡充（４施設） 

○ＤＶ相談の手引きの作成・配布 

○「福知山市男女共同参画推進条例」

制定 

○福知山市男女共同参画審議会設置 

○ＤＶ相談支援カードの作成・設置 

 

平成１９年度 ○ＤＶ防止法改正法施行 

        （平成２０年１月） 

・市町村における基本計画の

策定及びＤＶ支援センター 

設置の努力義務化 

・保護命令制度の拡充など 

○一時保護委託施設の拡充（７施設） 

○１１０番通報における即時対応システ

ムの実施 

○デートＤＶパンフレットの作成・配布   

○女性のための法律相談実施（現在は、

学生無料法律相談） 

○ＤＶ対応マニュアルの作成 

平成２０年度  ○「配偶者等からの暴力の防止及び被

害者の保護・自立支援に関する計画」

改定（平成２１年３月） 

○ＤＶ被害者保護用の監視カメラの整備 

○男性電話相談実施 

平成２１年度   ○男女共同参画社会に関する市民意識

調査を実施 

○ＤＶ被害者特別応援給付金の支給 

平成２２年度  ○京都府家庭支援総合センター及び北

部・南部家庭支援センター開設 

○第３次福知山市男女共同参画計画「は

ばたきプラン２０１１」策定 

（平成２３年３月） 

平成２３年度   ○「配偶者等からの暴力の防止及び被 

害者の保護・自立支援に関する計画」

策定（平成２４年３月） 

○デートＤＶパンフレット作成・市内高校

配布 

○パープルリボン作成・街頭啓発 

平成 24年度  ○「地域生活サポーター」による被害者

支援の実施 

○「福知山市ＤＶ・ストーカー対策ネット

ワーク会議」実施 

平成 25年度 ○ＤＶ防止法改正法施行 

        （平成２６年１月） 

・適用対象の拡大 

○「配偶者等からの暴力防止及び被害

者の保護・自立支援に関する計画」改

定（平成２６年３月） 
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年度 国の動き 京都府の取組 福知山市の取組 

平成 26年度   ○男女共同参画社会に関する市民意識

調査を実施 

平成 27年度  ○京都性暴力被害者ワンストップ相談支

援センター（愛称：京都ＳＡＲＡ）開所 

○福知山市男女共同参画センター設立

（平成２７年８月） 

○女性弁護士による女性法律相談実施 

○第３次福知山市男女共同参画計画

「はばたきプラン２０１１ 後期計画」策

定（平成２８年３月） 

平成 28年度   ○性別にこだわらない相談実施 

 

平成 29年度   ○「配偶者等からの暴力の防止及び被

害者の保護・自立支援に関する計画

（第２次）」策定 

平成 30年度 ○「若年層における性的な暴

力に係る相談・支援の在り方

に関する調査」を実施 

○「配偶者等からの暴力の防止及び被

害者の保護・自立支援に関する計画」

改定（３月） 

・若年者向けデートＤＶ防止啓発冊子

（改訂版）を作成 

・「配偶者等からの暴力に関する調査」を

実施 

 

令和元年度 ○「ＤＶ防止法の一部を改正す

る法律」公布（令和３年施行） 

・児童虐待防止対策及びＤＶ

の被害者の保護強化 

・保護の適用対象として被害者

の同伴家族を含むことの明確

化など 

 ○男女共同参画社会に関する市民意識

調査を実施 

令和 2 年度 ○「ＤＶ防止法に基づく基本方

針」改定 

 ○第４次福知山市男女共同参画計画

「はばたきプラン２０２１」策定（令和３年

３月） 

令和 3 年度   ○「配偶者等からの暴力の防止及び被

害者の保護・自立支援に関する計画

（第３次）」策定 
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２ 相談機関一覧 

【ＤＶに関する相談】 

 

【法律に関する相談】 

 

相談機関 電話番号 曜日 時間 

福知山市役所人権推進室 

男女共同参画推進係 
０７７３－２４－７０２２ 平日 ８：３０～１７：１５ 

京都府北部家庭支援センター 
０７７３―２２－９９１１ 

（ＤＶ相談専用） 
平日 ９：００～１７：００ 

京都府家庭支援総合センター 
０７５－５３１－９９１０ 

（ＤＶ相談専用） 
毎日 ９：００～２０：００ 

京都府中丹西保健所福祉課 ０７７３―２２―５７６６ 平日 ９：００～１７：００ 

福知山警察署 ０７７３－２２－０１１０ 毎日 ２４時間 

福知山市 

「女性相談」 

「性別にこだわらない相談」 

「男性のための電話相談」 

※要予約 

０７７３－２４－７０２２ 平日 
 (予約受付時間)   

８：３０～１７：１５ 

福知山市「家庭児童相談」 ０７７３－２４－７０６６ 平日 ８：３０～１６：１５ 

ＤＶ相談ナビ ＃８００８（はれれば） 最寄りの相談窓口を案内 

ＤＶ相談プラス 
０１２０－２７９－８８９ 

    （つなぐ はやく） 
毎日 

２４時間 

メール・ＳＮＳ相談可 

福知山市役所法律相談 

※要予約、月１回開催 
０７７３－２４－７０２７ 

平日 
（予約受付時間）    

８：３０～１７：１５ 福知山市女性弁護士による女性

法律相談 ※要予約 
０７７３－２４－７０２２ 

京都弁護士会 ０７５－２３１－２３７８ 平日 
９：００～１２：００ 

１３：００～１７：００ 

京都弁護士会福知山法律相談セ

ンター ※要予約、原則有料 
０７７２－６８－３０８０ 平日 

（予約受付時間）   

９：００～１７：００ 

法テラス京都 ０５０－３３８３－５４３３ 

平日 
９：００～１２：００ 

１３：００～１６：００ 法テラス福知山法律事務所 ０５０－３３８３－０５１９ 

法テラスコールセンター ０５７０-０７８３７４ 

平日 ９：００～２１：００ 

土曜 ９：００～１７：００ 
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３ 保護命令  

《配偶者等が近寄ってこないようにしたい》 

配偶者等からの身体に対する暴力を受けた被害者が更なる身体に対する暴力により、

又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が身体に対する暴力により、その生命又は身

体に重大な危害をうけるおそれが大きいときに、被害者からの申立て※により、裁判所

が配偶者等に対し、保護命令を出します。 

 

 

 

 

保護命令には、以下の種類があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《保護命令の問合せ・申立て先》 

  京都地方裁判所福知山支部（福知山市字内記９） 

   電話：０７７３－２２－２２０９   

被害者への接近禁止命令 退去命令 

被害者の子又は親族等への 

接近禁止命令 
電話等禁止命令 

 

 

 

配偶者等が被害者の身辺につきまとった

り、被害者の住居、勤務先等付近を徘徊

することを禁止する命令です。 

 

期間は６ヶ月です。 

 

 

 

配偶者等に、被害者と共に住む住居から

退去及び、住居付近の徘徊の禁止を命じ

るものです。 

 

期間は２ヶ月です。 

 

 

 

被害者と同居する未成年の子又は親族等

の住居、勤務先等の付近を徘徊すること

を禁止する命令です。 

 

期間は６ヶ月です。 

 

 

 

被害者に対する面会の要求、監視の告

知、乱暴な言動、電話、ＦＡＸ、メー

ル、汚物等の送付などを禁止する命令で

す。 

期間は６ヶ月です。 

命令に違反すれば、１年以下の 

懲役又は１００万円以下の罰金 

※被害者からの申立て 

事実婚の場合の申立て、元配偶者（離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受けている場合）、

生活の本拠を共にする交際相手、元生活の本拠を共にする交際相手（生活の本拠を共にしている間に

暴力を受け、関係を解消した後も引き続き暴力を受けている場合）に対する申立てもできます。 
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４ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

（平成十三年四月十三日法律第三十一号） 

最終改正: 令和元年六月二六日同第四六号 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平

等の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわら

ず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、

多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個

人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を

防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴

力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することによ

り、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に

対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに

準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二において「身体に対す

る暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き

受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 
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２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあっ

た者が、事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援す

ることを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条

第五項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」

という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三

項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政

機関の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基

本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案

して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関
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する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなけ

ればならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のた

めに必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各

施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援セ

ンターとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲

げる業務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行

う機関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を

行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次

号、第六号、第五条、第八条の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安全の確保

及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関す

る制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこ

と。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡そ

の他の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調

整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満た

す者に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとす
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る。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下

この章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センタ

ー又は警察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又

は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又

は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるも

のとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規

定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又

は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援セン

ター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要

に応じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の

内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭

和二十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他

の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被

害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方

面については、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの

暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい
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旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対

し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示そ

の他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条に

おいて「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福

祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律

第百二十九号）その他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措

置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府

県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な

保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情

の申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身

体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に

限る。以下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合

にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後

に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者

から引き続き受ける身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する

暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同

号において同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、

裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害

者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下こ

の条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し、次の各号に掲げ
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る事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、申立ての時において被

害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠

としている住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺に

つきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいして

はならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から

退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した

裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日

から起算して六月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もし

てはならないことを命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこ

と。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、フ

ァクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシ

ミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はそ

の知り得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞
しゆう

恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的

羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項

並びに第十二条第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配

偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから

被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止する

ため必要があると認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁

判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、
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当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から

起算して六月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている

住居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺

につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいか

いしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その

同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活におい

て密接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下

この項及び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛け

て著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族

等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めると

きは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てに

より、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の

効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日

までの間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この

項において同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の

住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるもの

とする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同

じ。）の同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法

定代理人の同意）がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所

がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもす

ることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立

ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況 
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二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の

配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大

きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居してい

る子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する

必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関

して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があ

ると認めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相

談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事

項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がな

い場合には、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を

記載した書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項の認証を受け

たものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとす

る。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、

これを発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を

達することができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所

は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助

若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を

求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の

長は、これに速やかに応ずるものとする。 
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３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属

官署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同

項の規定により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭

弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期

日における言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又

は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談

し、又は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一

項第五号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命

令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター

（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、

申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相

談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情がある

ことにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判

が効力を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判

所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合におい

て、同条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命

令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項か

ら第四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消

さなければならない。 
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７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定

によりその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官

は、速やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知

するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場

合について準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合に

は、当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項ま

での規定による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経

過した後において、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日

から起算して二週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所

がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定に

より当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立て

の理由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規

定による命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている

住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられ

た命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了する

ことができないことその他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情

があるときに限り、当該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該

配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以

外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第

十八条第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び

第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第

四号までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一

項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 
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第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧

若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請

求することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは

相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの

間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証

人がその職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又

はその支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その

性質に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁

判所規則で定める。 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項

において「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その

置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとと

もに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関

する理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるため

の教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、

加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調

査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 
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第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活

動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次

号に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚

生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者

に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁し

なければならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費

用のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとす

る。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができ

る。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げる

もの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚

姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相

手からの暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手か

らの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関

係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者につ

いて準用する。この場合において、これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第二十

八条の二に規定する関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
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第二条 被害者 被害者（第二十八条の二に規定する関係に

ある相手からの暴力を受けた者をいう。以

下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は配偶者であ

った者 

同条に規定する関係にある相手又は同条に

規定する関係にある相手であった者 

第十条第一項から第四

項まで、第十一条第二

項第二号、第十二条第

一項第一号から第四号

まで及び第十八条第一

項 

配偶者 第二十八条の二に規定する関係にある相手 

第十条第一項 離婚をし、又はその婚

姻が取り消された場合 

第二十八条の二に規定する関係を解消した

場合 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項までの規定に

よるものを含む。次条において同じ。）に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰

金に処する。 

より読み替えて適用する場合を含む。）又は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二

条第一項（第二十八条の二において準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令

の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、

第六条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相

談支援センターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月

一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴

力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の

申立てに係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適

用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」
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とする。 

（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況

等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則 （平成一六年六月二日法律第六四号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る

同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体

に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの

法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」と

いう。）第十条第一項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるもの

に限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二

月」とあるのは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案

し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 

附 則 （平成一九年七月一一日法律第一一三号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件

については、なお従前の例による。 

附 則 （平成二五年七月三日法律第七二号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 

附 則 （平成二六年四月二三日法律第二八号） 抄 

（施行期日） 
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第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条ま

での規定 平成二十六年十月一日 

附 則 （令和元年六月二六日法律第四六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定め

る。 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律第六条第一項及び第二項の通報の対象となる同条第一項に

規定する配偶者からの暴力の形態並びに同法第十条第一項から第四項までの規定による命令の

申立てをすることができる同条第一項に規定する被害者の範囲の拡大について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力に係る加害者の地域

社会における更生のための指導及び支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。 
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５ 福知山市男女共同参画推進条例 
 

目次 

 第１章 総則（第１条－第７条） 

 第２章 基本的施策（第８条－第１７条） 

 第３章 男女共同参画を阻害する行為の制限等 

（第１８条－第２１条） 

 第４章 福知山市男女共同参画審議会（第２２条） 

 第５章 雑則（第２３条） 

附則 

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本

理念を定め、本市並びに市民、事業者及び教育に携わ

る者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の

推進に関する施策の基本的事項を定めることにより、

その施策を総合的かつ計画的に実施し、性別による差

別のない真に人権が尊重された男女共同参画社会を実

現することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員とし

て、自らの意思によって社会のあらゆる分野にお

ける活動に参画する機会が確保され、もって男女

が均等に社会の利益を享受することができ、かつ、

共に責任を担うべきことをいう。 

 (２) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会についての男女間の格差が生

じている場合において、その格差を是正するため

必要な範囲内で、男女のいずれか一方に対し、当

該機会を積極的に提供することをいう。 

 (３) 市民 市内に住所を有する者、勤務する者及び在

学する者をいう。 

 (４) 事業者 営利又は非営利を問わず、市内において

事業を行う個人､法人その他の団体をいう。 

 (５) 教育に携わる者 市内において学校教育その他

の生涯にわたる教育の分野において教育活動を行

う者をいう。 

 (６) 市民等 市民、事業者及び教育に携わる者をいう。 

 (７) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反する

性的な言動により相手方の生活環境を害すること

又は相手の意に反する性的な言動に対する相手方

の対応によってその者に不利益を与えることをい

う。 

 (８) ドメスティック・バイオレンス 夫婦間及び恋愛

関係にある男女間その他の親密な関係にある男女

間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力

その他心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。 

 （基本理念） 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念と

して推進されなければならない。 

 (１) 男女が、性別による差別的取扱いを受けることな

く、互いにその人権を尊重すること。 

 (２) 男女が、個人としての尊厳が重んじられ、一人一

人がその個性と能力を社会のあらゆる分野で発揮

できる機会が確保され、自立した個人として自己

の意思によって行動し、かつ、責任を負うこと。 

 (３) 社会における制度又は慣行が、性別による固定的

な役割分担等によって、男女の社会における活動

の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよ

う配慮されること。 

 (４) 男女が、社会の対等な構成員として、社会のあら

ゆる分野における方針の立案及び決定に共同して

参画する機会が確保されること。 

 (５) 家族を構成する男女が、互いの人格を尊重し、相

互の協力と社会の支援の下に、家庭生活における

活動について家族の一員としての役割を果たし、

かつ、当該活動以外の活動と両立ができるように

すること。 

 (６) 学校教育その他の生涯にわたる教育において、性

別にとらわれず個人としての能力と適性がはぐく

まれることを基本とした取組が図られること。 

 (７) 男女が互いの性についての理解を深め、妊娠、出

産その他性と生殖に関して、自己決定が尊重され、

かつ、生涯を通じて健康な生活を営む権利が確保

されること。 

 (８) 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と

の協調の下に行われること。 

 （本市の責務） 

第４条 本市は、前条の基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策（積

極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、

実施しなければならない。 

２ 本市は、男女共同参画の推進に当たり、市民等及び

国、京都府その他の地方公共団体と相互に連携及び協

力を図るよう努めなければならない。 

 （市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、地域、職場、

学校その他の社会のあらゆる分野において、自ら進ん

で男女共同参画の推進に努めるとともに、本市が実施

する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう

努めなければならない。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を

行うに当たり男女共同参画の推進に努めるとともに､

本市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協

力するよう努めなければならない。 

 （教育に携わる者の責務） 

第７条 教育に携わる者は、男女共同参画社会の形成に

果たす教育の重要性を考慮し、その教育活動を行うに

当たり基本理念に配慮した教育の推進に努めなければ

ならない。 

２ 教育に携わる者は、本市が実施する男女共同参画の

推進に関する施策に協力するよう努めなければならな

い。 

 

   第２章 基本的施策 

 （男女共同参画に関する基本的な計画） 

第８条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画に関す

る基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定す

るものとする。 

２ 市長は、基本計画を策定するに当たっては、第２２条

第１項に規定する福知山市男女共同参画審議会に諮問
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するものとする。 

３ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを

公表するものとする。 

４ 市長は、必要に応じ基本計画を変更するものとする。 

５ 第２項及び第３項の規定は、基本計画の変更につい

て準用する。 

 （教育及び人材育成） 

第９条 本市は、学校教育その他の生涯にわたる教育を

通じて、男女共同参画の推進に努めるものとする。 

２ 本市は、男女共同参画を推進する指導者を育成する

ため、研修の実施その他必要な措置を講ずるものとす

る。 

 （市民等との協働） 

第１０条 本市は、市民等が行う男女共同参画の推進の

ための活動を促進するため、必要に応じ市民等と協力

して活動するものとする。 

 （雇用の分野における男女共同参画の推進） 

第１１条 本市は、事業者に対し、その雇用における男女

共同参画の推進に向けた活動を支援するため、学習機

会の設定及び情報の提供その他必要な措置を講ずるも

のとする。 

２ 市長は、事業者に対し、男女共同参画の推進に関する

取組の状況について必要に応じ報告を求めることがで

きる。 

 （財政上の措置） 

第１２条 本市は、男女共同参画の推進に関する施策を

推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとす

る。 

 （情報の収集及び調査研究） 

第１３条 本市は、男女共同参画の推進に関する施策を

効果的に実施するため、必要な情報の収集及び調査研

究を行うものとする。 

 （年次報告） 

第１４条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施

策の実施状況及び効果について報告書を作成し、これ

を公表するものとする。 

 （行政委員会等の委員への女性の登用） 

第１５条 本市は、執行機関である委員会の委員若しく

は委員又は附属機関である審議会等の委員その他の構

成員の任命又は委嘱に当たっては、政策の決定過程へ

の女性の参画を推進するため、積極的改善措置を講ず

ることにより、女性の登用を図るものとする。 

 （推進体制） 

第１６条 本市は、男女共同参画の推進に関する施策を

総合的に企画し、調整し、及び実施するために必要な

体制を整備するものとする。 

 （拠点施設） 

第１７条 本市は、男女共同参画の推進に関する施策を

実施し、及び市民等が行う男女共同参画の推進に関す

る活動を支援するための施設の整備に努めるものとす

る。 

 

   第３章 男女共同参画を阻害する行為の制限等 

 （性別による人権侵害の禁止） 

第１８条 何人も、社会のあらゆる分野において、直接的

又は間接的であるかを問わず、性別を理由とする差別

的取扱いを行ってはならない。 

２ 何人も、職場、学校、地域その他のあらゆる場におい

て、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。 

３ 何人も、個人の尊厳を踏みにじるドメスティック・バ

イオレンスを行ってはならない。 

 （公衆に表示する情報に関する留意事項） 

第１９条 何人も、公衆に表示する情報において、性別に

よる固定的な役割分担及び性的な暴力を助長させる表

現並びに過度の性的な表現を行わないように努めなけ

ればならない。 

 （苦情等の申出への対応） 

第２０条 市民等は、本市が実施する男女共同参画の推

進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼ

すと認められる施策に関する苦情、意見、要望等があ

るときは、本市に申し出ることができる。 

２ 本市は、前項の申出を受けたときは、必要に応じ第２

２条第１項に規定する福知山市男女共同参画審議会の

意見を聴き、関係機関と連携し、適切な措置を講ずる

ものとする。 

 （相談の申出への対応） 

第２１条 本市は、性別による差別的取扱いその他の男

女共同参画の推進を阻害する人権の侵害に関する市民

等からの相談の申出に対し、相談体制を整備し、関係

機関と連携及び協力を行い、当該被害者を救済する等

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

   第４章 福知山市男女共同参画審議会 

 （福知山市男女共同参画審議会） 

第２２条 男女共同参画に関する重要な事項を調査審議

するため、福知山市男女共同参画審議会（以下この条

において「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、第８条第２項（同条第５項において準用す

る場合を含む。）及び第２０条第２項に規定する事項を

調査審議するほか、市長の諮問に応じ、男女共同参画

の推進に関する事項を調査審議する。 

３ 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、男女共

同参画の推進に関する事項について市長に意見を述べ

ることができる。 

４ 審議会は、市長が委嘱する委員１０人以内をもって

組織する。 

５ 男女のいずれか一方の委員の数は、総数の１０分の

４未満であってはならない。 

６ 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

   第５章 雑則 

 （委任） 

第２３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に策定されている福知山市男

女共同参画計画は、第８条第１項の規定により策定さ

れた基本計画とみなす。 
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